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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウムを主体とした構成要素（２）および鋼鉄製の構成要素（３）の組立体（１
）であって、鋼鉄製の構成要素（３）がこの表面の少なくとも１つに、２．３重量％から
３．３重量％までのマグネシウム、３．５重量％から３．９重量％までのアルミニウムを
含む亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金製の金属被膜を備え、金属被膜の残り部分が
、亜鉛、不可避的な不純物および場合によりＳｉ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｔｉ、Ｃａ、Ｍｎ、Ｓｎ
、Ｌａ、Ｃｅ、Ｃｒ、ＮｉまたはＢｉの中から選択される１つ以上の別の元素からなり、
鋼鉄製の構成要素（３）の被覆された表面が、アルミニウムを主体とした構成要素（２）
と少なくとも部分的に接触している
組立体（１）。
【請求項２】
　少なくとも部分的な接触が、厚さが５ｍｍ未満の接着剤および／またはシーリング材の
層によって実現されている、請求項１に記載の組立体（１）。
【請求項３】
　亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金製の金属被膜が、２．３重量％から３．３重量
％までのマグネシウムおよび３．６重量％から３．９重量％までのアルミニウムを含み、
金属被膜の残り部分が、亜鉛、不可避的な不純物および場合によりＳｉ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｔ
ｉ、Ｃａ、Ｍｎ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｃｒ、ＮｉまたはＢｉの中から選択される１つ以上
の別の元素からなる、請求項１または２に記載の組立体。
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【請求項４】
　アルミニウムを主体とした構成要素（２）および鋼鉄製の構成要素（３）が、圧着によ
って組み立てられる、請求項１から３のいずれか一項に記載の組立体（１）。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の少なくとも１つの組立体（１）を含む、車両用
の部品。
【請求項６】
　車両ドアを構成する、請求項５に記載の部品であって、アルミニウムを主体とした構成
要素（２）が前記車両ドアの外側部分を構成し、鋼鉄製の構成要素（３）が前記車両ドア
の内側部分を構成する、部品。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の少なくとも１つの部品を含む、車両。
【請求項８】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の組立体（１）または請求項５または６のいずれ
か一項に記載の部品の製造のための、鋼鉄製の部品の使用であって、鋼鉄製の部品がこの
表面の少なくとも１つに、２．３重量％から３．３重量％までのマグネシウム、３．５重
量％から３．９重量％までのアルミニウムを含む亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金
製の金属被膜を備え、金属被膜の残り部分が、亜鉛、不可避的な不純物および場合により
Ｓｉ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｔｉ、Ｃａ、Ｍｎ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｃｒ、ＮｉまたはＢｉの中か
ら選択される１つ以上の別の元素からなる、使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルミニウムを主体とした部品および鋼鉄製の部品の組立体であって、鋼鉄
製の該部品がこの表面の少なくとも１つに、アルミニウムを主体とした部品と少なくとも
部分的に接触するように配置された、亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金製の被膜を
備える、組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　こうした組立体は例えば、ドア開口部等の車体部品の製造における使用向けのものであ
るが、これに限定されるわけではない。
【０００３】
　亜鉛を本質的に含む金属被膜は伝統的に、腐食に対する良好な保護性を求めて使用され
てきた。被膜へのマグネシウムの添加がこうした被膜の耐食性を顕著に増大させると、被
膜の厚さを低減することができるようになりまたは経時での腐食に対して保護をより確実
にすることができるようになる。さらに、アルミニウムの添加は、耐食性の改善も可能に
する。
【０００４】
　ＣＯ２排出削減のために重量の低減を追い求める恒常的な必要性は、特にアルミニウム
と亜鉛によって被覆された鋼鉄とを組み合わせた複合的な解決策を追い求める必要性につ
ながる。しかしながら、このような組合せは、これら２つの材料のガルバニック対形成に
より、複雑な腐食現象を生む。
【０００５】
　特許出願ＥＰ２１４１２５５は組立体を開示しており、ここで、このプロセスは、特に
０．８重量％から１０重量％の間で変動する量のマグネシウムを鋼鉄被膜に添加すること
を含む。この同じ被膜への０．８％から３．５％までのアルミニウムの添加もまた想定で
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】欧州特許第２１４１２５５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、こうした組立体の耐食性は、経時であまりに低く留まり続けており、し
たがって、この耐食性を改善する必要性がある。
【０００８】
　この目的の達成のために、本発明は、請求項１に記載の組立体および請求項６に記載の
この使用に関する。
【０００９】
　組立体は、請求項２または請求項３に記載の特徴も含まれてもよい。
【００１０】
　本発明は、請求項４または５に記載の部品、請求項６に記載の車両および請求項７に記
載の使用にも関する。
【００１１】
　ここで本発明を、添付図面を参照しながら、情報提供のみを目的として与えられており
限定されず、例示によって説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による組立体を概略的に示す図である。
【図２】従来技術による組立体と比較した、本発明による組立体内部のアルミニウムパネ
ルの腐食の平均的な深さの推移を描写している測定値曲線を示す図である。
【図３】従来技術に基づいた組立体と比較した、本発明による組立体のガルバニック対形
成の電流密度の推移を描写している測定値曲線を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明による組立体１は第１に、アルミニウムを主体とした第１の構成要素を含み、こ
こで第１の構成要素はパネル２の形態になっている。アルミニウムを主体とした第１の構
成要素は、少なくとも８５重量％のアルミニウムを含む純アルミニウムおよびすべてのア
ルミニウム合金を包含することを意図されており、純アルミニウムおよびすべてのアルミ
ニウム合金の中には、合金化添加剤構成要素を全く含まないアルミニウムおよび様々な組
成の合金を含む１０００番台から７０００番台までの系統を含める：
－合金化元素を含まないアルミニウム：１０００番台
－アルミニウム＋銅：２０００番台
－アルミニウム＋マンガン：３０００番台
－アルミニウム＋ケイ素：４０００番台
－アルミニウム＋マグネシウム：５０００番台
－アルミニウム＋マグネシウム＋ケイ素：６０００番台
－アルミニウム＋亜鉛＋マグネシウム：７０００番台
【００１４】
　このパネル２は、本発明による組立体の将来の使用に適合された適切な寸法を有する。
好ましい実施形態において、論題の組立体１は、車両ドアに組み入れられており、アルミ
ニウムを主体としたパネルが車両の外面に配置されている。
【００１５】
　アルミニウムを主体としたパネル２はこの表面の少なくとも一部に、車両のホワイトボ
ディに通例施される被膜等のリン酸塩処理方式および／または電気泳動方式による被膜の
ような、１つ以上の保護被膜をさらに含むことができる。被覆された鋼鉄製の第２の構成
要素３を用いた組立ては一般に、リン酸塩処理による被覆および／または電気泳動による
被覆といった種類の被覆を含む浴の中をホワイトボディが通り抜ける前に実施され、この
結果、組立領域の外側に位置する部品のみが被覆される。
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【００１６】
　したがって、本発明による組立体の第２の構成要素は、鋼鉄製の構成要素３であり、鋼
鉄製の該構成要素３はこの表面の少なくとも１つに、２．３重量％から３．３重量％まで
のマグネシウム、３．５重量％から３．９重量％までのアルミニウムを含む亜鉛－アルミ
ニウム－マグネシウム合金製の金属被膜を備え、金属被膜の残り部分は、亜鉛、不可避的
な不純物および場合によりＳｉ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｔｉ、Ｃａ、Ｍｎ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｃ
ｒ、ＮｉまたはＢｉの中から選択される１つ以上の別の元素からなる。
【００１７】
　別の元素のそれぞれに関する重量基準での含量は、一般に０．３％未満である。別の元
素はとりわけ、被膜の延性または鋼鉄製構成要素への被膜の接着性を改善する能力を提供
することができる。被膜の特性に対するこれらの元素の効果を知っている当業者ならば、
さらなるまたは補完的な所望の目標に応じてこれらの元素を使用することも知っている。
【００１８】
　被膜は最後に、例えば溶融めっき法が使用された場合のめっき浴に由来する残留元素を
含む場合がある。被膜は、供給原料の鋳塊に由来する不純物によって汚染され得または鋼
鉄製構成要素がめっき浴の中を通り抜けたことにより生じた不純物によって汚染される場
合がある。これらの中でも鉄は特に言及され得、鉄の含量は被膜中で５重量％にも達する
ことがあり、一般に２重量％から４重量％の間である。
【００１９】
　好ましい実施形態において、被膜は、２．３重量％から３．３重量％までのマグネシウ
ムおよび３．６重量％から３．９重量％までのアルミニウムを含む。
【００２０】
　好ましい実施形態において、金属被膜中でのマグネシウムとアルミニウムとの重量比は
、厳密に１以下であり、好ましくは厳密に１未満であり、より好ましくは厳密に０．９未
満である。
【００２１】
　金属被膜は一般に、３０μｍ（ミクロン）もしくは２５μｍ以下３μｍもしくは５μｍ
以上の厚さを有する。
【００２２】
　上記で先述した通り、２つの構成要素２、３は、鋼鉄製の構成要素３の被覆された表面
が、アルミニウムを主体とした構成要素２と少なくとも部分的に接触するようなやり方で
組み立てられる。好ましい実施形態において、組立は特に、図１において示された実施例
において組立体１によって形成されたドアの下側部分のところに配置されている組立領域
５の中で、２つの構成要素を圧着すること等、機械的方法によって行うことができる。
【００２３】
　このような圧着は、図１において示されているように、他の構成要素を取り巻くように
構成要素のうちの１つを簡素に折り曲げることからなり得、図１において、構成要素２は
構成要素３を覆うように配置されている。当然ながら、当業者に知られたその他の任意の
種類の機械的組立てを実施することができる。
【００２４】
　構成要素２、３の一方または他方に加えられる機械的応力が他方の構成要素３、２に伝
達されるようになった組立体を可能にする、接着剤または構造用シーリング材を用いた構
造接合により、本発明によるパネルを組み立てることもできる。接着剤および／またはシ
ーリング材の層が非常に薄い（一般に５ｍｍ未満であり、さらには１ｍｍ未満であり、さ
らには２００μｍ未満である）ため、接合されたこのような組立体は、簡素な機械的組立
体と同じようにして、２つの構成要素２、３と接触することになると考えられている。
【００２５】
　非常に明白ながら、組立体の頑健性を向上させるために構造接合と機械的組立てを組み
合わせることができる。
【００２６】
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　本発明による組立体の使用によって得られた高い性能を強調するために、いくつかの実
施形態の具体例を、従来技術に基づいた組立体と比較して詳述する。
【実施例】
【００２７】
　詳述される実施形態の例のすべてにおいて、組立体供試品は、アルミニウムＡＡ６０６
１製のパネルと変更可能な組成のアルミニウム－亜鉛－（マグネシウム）合金によって被
覆された鋼鉄パネルとを組み立てて作り出し、被膜は、７．５μｍの均一な厚さを有して
いた。
【００２８】
　これらの組立体は、幅１０ｃｍ高さ２０ｃｍのサイズを有する、被覆された第１の鋼鉄
パネルからなる。これらの組立体は、幅１０ｃｍ高さ４ｃｍのサイズを有し１ｍｍの厚さ
を有するアルミニウムパネルを接合によって組み立てられる。アルミニウムパネルは、鋼
鉄パネルの中心に配置されており、接着剤の存在によるこれら２枚のパネル間の間隔は１
２０μｍであり、自動車両のドアにある組立体のような組立体をまねている。塗装されて
いない２枚の張り板が互いに向き合っている活性領域は、幅６ｃｍ高さ４ｃｍの寸法を有
する。銅線は、これら２枚の張り板を電気的に接触させ、この結果、活性領域内での電界
腐食を模擬実験できるようにするために、これら２枚の張り板を連結している。
【００２９】
　これら２枚の張り板の不活性領域は、リン酸塩処理を行った後に電気泳動を行って得ら
れた塗料によって保護されている。リン酸塩処理は、Ｃｈｅｍｅｔａｌｌ社の製品：（ｉ
）脱脂剤Ｇａｒｄｏｃｌｅａｎ　Ｓ５１７６＋添加剤Ｈ７３５２、（ｉｉ）清澄剤Ｇａｒ
ｄｏｌｅｎｅ　ＺＬ６、（ｉｉｉ）リン酸塩処理浴Ｇａｒｄｏｂｏｎｄ　Ｒ２４ＴＡを用
いて、３つのステップにより実施される。電気泳動は、ＰＰＧ社の製品：接合剤Ｗ７７２
＋添加剤Ｐ９７８；Ｔ＝３２℃；ｔ＝１５０秒；Ｕ＝２００Ｖ；蒸解：Ｔ＝１８０℃；継
続時間＝３５分；電気泳動厚さ：２０μｍを用いて実施した。
【００３０】
腐食試験
　使用される試験は、各サイクルが一週間継続する一連の処理サイクルを供試品に施し、
続いて各２４時間のサブサイクルＡ、ＢおよびＣを施すことを行う、ＶＤＡ２３３－１０
２試験である。
－サイクルＡ：３５℃において塩水噴霧用ミストの存在下に置くことによる３時間の処理
を用いたサイクル；
－サイクルＢ：２５℃から５０℃の間で変動する温度および７０％から９５％の間で変動
する相対湿度における、塩水噴霧用ミストを用いた処理をしない２４時間のサイクル；
－サイクルＣ：－１５℃から５０℃の間で変動する温度および７０％から９５％の間で変
動する相対湿度における、塩水噴霧用ミストを用いた処理をしないサイクル
　使用される食塩水は、１重量の％塩化ナトリウムを含む水溶液である。
【００３１】
ガルバニック対形成試験
　アルミニウムおよび被覆された鋼鉄の組立体によって発生するガルバニック電流密度を
評価するために、無抵抗電流計（Ｂｉｏ－Ｌｏｇｉｃ　Ｐｏｔｅｎｔｉｏｓｔａｔ　ＶＭ
Ｐ３）を間に置くことにより、電気泳動処理によって被覆された領域内のアルミニウムパ
ネルと、被覆された鋼鉄パネルの下側領域とを電気的に接続することが必要である。
【００３２】
レーザー式三角測量試験
　先述した組立体供試品の中に含まれている被覆された鋼鉄パネルの領域における腐食度
合いを評価するために、測定を実施して、レーザー式三角測量により供試品の表面全体に
わたってアルミニウムにおける腐食によるエッチングの深さを測定した後、マイクロメー
トル換算での最大実測値を測定から抜き出す。
【００３３】
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試験
　アルミニウムパネルおよび上記で先述したような変更可能な組成の亜鉛－アルミニウム
－（マグネシウム）合金によって被覆された鋼鉄パネルの組立体供試品を製造し、次いで
ＶＤＡ２３３－１０２試験を受けさせた。
【００３４】
　各サイクルの終了時、第１の供試品には、レーザー式三角測量法により、アルミニウム
製構成要素における腐食によるエッチングの深さの測定を行った。
【００３５】
　６サイクルおよび１２サイクル時点での結果は、表１の中に要約して提示しており、サ
イクルごとの詳細な結果は、図２の中に提示している。
【００３６】
　第２の供試品には続いて、ガルバニック対形成の電位の測定を行った。６サイクルおよ
び１２サイクル時点での結果は、表２の中に要約して提示しており、サイクルごとの詳細
な結果は、図３の中に提示している。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　供試品３は、比較試験１および２よりはるかにずっと良好な結果を達成できるようにす
ることが見出される。確かに、耐食性のある程度の改善が１２サイクル後に供試品２と供
試品１との間で実際に観察されるが、供試品３において得られた改善は、著しく程度が増
しており、全くもって非常に驚くべきものである。さらに、６サイクル完了時の結果を検
討しようとしたならば、本発明による試験と比較試験との間に極めて著しい挙動の差異が
明瞭に指し示されており、アルミニウム製構成要素における腐食によるエッチングの最大
深さは、１５倍を超える差がある。
【００３９】
【表２】

【００４０】
　供試品４は、比較試験１から３よりはるかにずっと良好な結果を達成できるようにする
ことが判る。確かに、耐食性のある程度の改善が供試品２および３と供試品１との間で実
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際に観察されるが、供試品４において得られた改善は、この場合においてもやはり著しく
程度が増しており、特に供試品２より高いアルミニウム含量およびマグネシウム含量を含
む供試品３が、最終的には供試品２の性能水準と同一の性能水準を示しているが、このこ
とからはアルミニウム含量およびマグネシウム含量のさらなる増大が特にこれらの比率で
性能水準を改善することが予想されないので、全くもって非常に驚くべきものである。

【図１】

【図２】

【図３】



(8) JP 5849174 B2 2016.1.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  コフィグニー－グレゴワール，アストリッド
            フランス国、５７５２５・タランジュ、リュ・デ・コロンブ・２５．
(72)発明者  ドダ，ロランス
            フランス国、５７１６０・ロゼリユ、リュ・デュ・ショーフール、９
(72)発明者  モレル，ステファーヌ
            フランス国、５７０７０・メッス、リュ・ビルジニ・デュ・ベルジエ、２１

    審査官  國方　康伸

(56)参考文献  欧州特許出願公開第２１４１２５５（ＥＰ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第１８０６２００（ＥＰ，Ａ１）　　
              特開２００８－２２１２２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１７５５０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２３Ｃ　　　２／００－　２／４０
              Ｃ２２Ｃ　　１８／００－１８／０４
              Ｂ６０Ｊ　　　５／００
              Ｂ２３Ｋ　　１１／００－１３／０８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

